
単位：％
n＝９７２

a．建退共
手帳の有
無、退 職
金に関す
る状況

自分で持っているが、会社では証
紙を貼ってもらっていない ７．０

夏場は会社に預けて、離職のとき
に返してもらっている ８．５

会社に預けたままにしてある ４５．５
どちらにも加入していないし退職
金はでない ２４．１

どちらにも加入していないが、中
退共や、それ以外の独自の退職金 １．３

わからない １３．６
n＝５７４

b．証紙の
貼付状況

公共の仕事の分も民間の仕事の分
もすべて貼られている ２４．０

公共の仕事の分だけはすべて貼ら
れている １７．６

公共の仕事のうちの一部の分だけ
貼られている ７．３

まったく貼られていない ５．７
わからない ４５．３

注：対象は�建設業�で働く男性に限定。

図表１１ 建退共等の手帳の有無及び証紙の貼付状
況

労働条件�労働環境の整備を

ILOの音頭のもとで、ディーセント�ワーク
運動が世界的に進みつつある。働ければなんで

もよいというわけでは決してない。俗に３K職
場といわれる建設産業においても、労働条件�
労働環境の整備が急がれる。

ところが実際には、例えば、労働条件の明示

�適切な労働契約の締結という点では、雇い入
れ通知書をもらっているのは、男性全体の

４４．９％に過ぎなかった（図表１０の a）。
現場までの移動を含む一日の仕事時間も非常

に長い（同 b）。�１１時間台�をピークに（３４．６％）、
長時間労働が少なくない。�毎日の仕事がツラ
イ�休日が少ない�カラダがもたない�という
訴えが、まだ若い労働者からのヒアリングで続

いたのが強く印象に残っている。しかも、車両

の洗浄など現場以外での作業時間や現場までの

移動時間にはなんらの手当もつかないという。

そして、建退共制度など退職金をめぐる問題

である。

すなわち、職場�会社の移動が少なくない建

設労働者のためにつくられたすぐれたこの制度

も、手帳を労働者がしっかり自分で持つか、会

社に預けていたとしても証紙の貼付状況が確認

できる状況がなければなるまい。

ところが、実際には、手帳を会社に預けたま

まにしていたり、あるいは、そもそも加入して

いないものが少なくない（図表１１の a）。また、
証紙の添付状況についても、�わからない�が
４５．３％と最多を占めている（同 b）。制度の周
知と履行が必要である。

以上のこととも関連するが、労働法制、労働

者の権利について学ぶ機会が必要ではないか。

かつての技能講習ではそういったこともちゃん

と教えてもらえたが、いまの若い労働者はまっ

たく知らない、との、高齢の季節労働者からの

話も印象的だ。

季節労働者調査記録 其の六
�建設業界でもディーセント�ワークの実現を�

川村 雅則

単位：％

n＝１，１９８
a．雇い入れ
通知書の受け
取り状況

もらった ４４．９
もらわなかった ４３．５
わからない １１．６

n＝１，２１５

b．出宅から
帰宅までの時
間

１０時間未満 ６．６
１０時間台 ２２．１
１１時間台 ３４．６
１２時間台 ２１．６
１３時間台 １０．０
１４時間以上 ５．０

支支所所ののペペーージジ 北海道センター

図表１０ 雇い入れ通知書の受け取り状況及び出宅
から帰宅までの時間
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単位：円，％

男性 年齢別
全体 ４０歳未満 ４０歳代 ５０歳代 ６０～６４歳６５歳以上
n＝１１５０ n＝１２４ n＝１４７ n＝３５７ n－３０３ n＝２１７

a．今年の基本日
額（平均値）

９，５６０ ９，３６０ １０，０７０ ９，９４１ ９，５０５ ８，７８０

n＝１１９１ n＝１３６ n＝１５１ n＝３６７ n＝３１１ n＝２２３
b．昨年の年間の
賃金収入

２００万円未満
５２．０ ４１．９ ３９．７ ４１．１ ５５．９ ７８．０

同、２５０万円未満 ７４．３ ６４．７ ６４．２ ６６．５ ７８．８ ９３．３
注：bの�２５０万円未満�は�２００万円未満�を含む値。

図表１２ 今年の基本日額（平均値）及び昨年の年
間賃金収入（税込み）

単位：円，％

１９９７年度 ２０１１年度 ２０１１／１９９７

特殊作業員 １９，７００ １３，４００ ６８．０
普通作業員 １５，９００ １０，７００ ６７．３
軽作業員 １２，５００ ９，０００ ７２．０
とび工 １９，７００ １３，２００ ６７．０
鉄筋工 ２１，１００ １３，１００ ６２．１
運転手（特殊） ２０，２００ １３，３００ ６５．８
運転手（一般） １７，３００ １１，２００ ６４．７
型枠工 ２１，７００ １２，８００ ５９．０
大工 ２１，２００ １３，４００ ６３．２
左官 ２０，３００ １４，０００ ６９．０
出所：２０１１年度は国土交通省、１９９７年度は建設�農水�運
輸三省協議会。

図表１３ 北海道における、主な職種の公共工事設
計労務単価の推移

賃金規制をどう図っていくか

賃金をめぐる問題をみていこう。

季節労働者の基本日額は低い（図表１２の a）。
平均値で９，５６０円である。年齢や職種で違いが

あり、例えば４０，５０歳代ではその額は１万円前

後に及んでいる。あるいは、大工の金額は１１，７５１

円と高めである。

だが、先にみたように、年間の就労日数が十

分に確保できないという事情も重なり、どの年

齢層でも、年間の賃金総収入は低い（同 b）。
全体の半数が２００万円未満で、�４０歳未満�から
�５０歳代�に限っても（つまり、６０歳以上を除
いてみても）、その割合は４割前後を占めてい

る。

貯蓄現在高も�なし�が４３．０％を占め、現在
の暮らしは、�大変苦しい�３８．８％と�やや苦
しい�３９．０％で全体の約８割を占めている。
賃金の規制�適正化をどう図っていくかが課
題である。

この点に関しては、公契約条例の制定に向け

た運動が急速に進んでいることがまず注目され

る。あるいは、仮に条例制定まで一気にいかず

とも、価格一辺倒の入札（価格入札）から、公

正な労働基準や福祉�環境などの視点を盛り込
んだ政策入札への流れがひろがっていることも

注目される。

下請事業者との間の契約の公正化や賃金水準

の確保を事業者（公共事業受注者）に求める�函
館方式�などすぐれた実践の掘り起こしと普及
作業が求められている。

同時に、年々下落する賃金実態をベースにし

て設定され、しかも設定金額の遵守が義務付け

られているわけではないためにまた賃金が下落

し、という悪循環が続いている、公共工事設計

労務単価をめぐる問題（図表１３）についても改

善が必要である。

なお、公契約条例など事業の発注のあり方と

関わって、分離�分割発注を求める声が過去の
中小建設事業者調査で強くみられたことも一言

述べておく。

�雇用保険からの排除�も視野にいれた取組みを

最後に、わが国の社会保障�セーフティネッ
トをめぐる問題、すなわち、負担能力が低いも

のほど重い負担が課せられ、その一方で給付水

準�内容は乏しいという問題をみていく。
ここで、雇用保険に関連してひとつ先に述べ

ておきたいのは、たしかに、今回の調査に回答

したものでは、多く（約８割）が雇用保険に加

入できていた。

だが、労働市場全体をみると（図表１４）、建

設の労働市場（雇用保険）からはじかれるケー

スが急増している。私たちがアンケートでみて

□【支所のページ】 北海道センター
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単位：人，％

年度
建設業 全産業

一般 短期 一般 短期
２００４ １１０，５３２ ９３，６９０ １，１５５，０６０ １４４，６６３
２０１０ １００，２５９ ５５，４５１ １，３７７，０１２ ９４，３２６

２０１０／２００４ ９０．７ ５９．２ １１９．２ ６５．２
出所：厚生労働省北海道労働局�職業安定業務統計�資料
より作成。

図表１４ 建設業及び全産業における、一般／短期
別雇用保険被保険者数の推移（１０月値）

きたのは、あくまでも、仕事に就くことができ

たものであって、その周辺に存在する、雇用保

険に未加入であるものや就労機会を失ったもの

へのアプローチが必要であること、つまり、季

節雇用問題とはそこまでを視野に入れる必要が

あることをさきに強調しておきたい。

�社会保険制度からの排除�をどう改善するか

その上で、社会保険（年金保険、医療保険）

をめぐる問題を確認する。

年金保険については、�一切入っていない�
も１７．２％と少なからずみられる（図表１５の a）
ことに加え、保険をかけていても、保険料を免

除あるいは滞納しているケースが少なくない

（同 b）。
しかも、季節労働者の年金受給額は少ない。

すでに受給しているものに限定して月額を尋ね

ると、�５万円未満�３４．８％、�～１０万円未満�
３６．７％で全体の７割を占め、年金だけで生活す

るには十分な金額とはいえまい。

次に医療保険については、保険の種類は�年
間を通じて市町村国保�が半数（４８．６％）を占
め、社会保険加入者は多数派ではない（�夏場
は社会保険で冬は任意継続�１３．５％、�夏場は
社会保険で冬は国民健康保険�９．３％等）。
しかも、年間を通じて市町村国保加入者を対

象に保険料の滞納状況を尋ねたところ（同 c）、
�滞納している�が男性全体で２９．６％に達し、
４０歳代、５０歳代では４割前後（４２．２％、３７．１％）

にまで増加している。

ところで、負担の重さゆえに、いわゆる社会

保険（厚生年金、協会けんぽ）に未加入である、

という事業者がヒアリングで続いた。いや、�支
払えるはずがない�と開き直られもして、なる
ほど、この種の問題は業界では珍しくないのだ

なと肌で感じた。

当然、社会保険の加入は促進していかなけれ

ばならない。ただ同時に、受発注単価の適正化、

あるいは、すでに研究所でも提案しているとお

り、保険料（事業主負担分の費用）を確実に捻

出することができるよう、下請事業者に対して

その分は別立てで納められるようにする必要が

ある（図表１６）１。

そうした手立てをとらずに保険加入を強行す

れば、中小の建設業者を経営難に、あるいは労

働者の一人親方化に追い込むことが危惧される。

なお、セーフティネッ

トをどう整備していくか

は国の制度に関わる大き

な課題だが、生活相談を

通じて、例えば、保険料

の減免措置など、現行で

も�使える�制度につな
げていく、そんな地域の

取り組みも必要ではない

か。

単位：％
男性 年齢別
全体 ４０歳未満 ４０歳代 ５０歳代 ６０～６４歳６５歳以上
n＝１２２５ n＝１３３ n＝１６２ n＝３７８ n＝３００ n＝２４９

a．公的年金
の受給状況

受給している ３１．４ ０．６ ０．８ ５５．３ ８５．５
年金をまだかけている ５１．３ ８３．５ ７３．５ ７９．９ ２９．７ ３．２
公的年金は一切入って
いない

１７．２ １６．５ ２５．９ １９．３ １５．０ １１．２

n＝６１３ n＝１１１ n＝１１８ n＝２９９ n＝８０

b．年金保険
料の支払い状
況

毎月支払っている ６４．８ ６７．６ ５７．６ ６２．２ ７８．８
一部免除されている １５．０ ９．９ １７．８ １７．４ １０．０
全部免除されている ７．７ ９．０ ９．３ ８．４ １．３
滞納している １２．６ １３．５ １５．３ １２．０ １０．０

n＝５６４ n＝４８ n＝６４ n＝１５９ n＝１４３ n＝１４８
c．国保保険
料の滞納状況

滞納している ２９．６ ３３．３ ４２．２ ３７．１ ３０．８ １４．２
していない ７０．４ ６６．７ ５７．８ ６２．９ ６９．２ ８５．８

注：cは�年間を通じて市町村の国民健康保険�に加入している男性に限定。

図表１５ 公的年金の受給状況、年金保険料の支払い状況及び国保保険料の
滞納状況
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センター活動の着実な前進を

今回、アンケートはもちろんのこと、これだ

け大規模なヒアリングを経験する中で、問題の

深刻さをあらためて体感すると同時に、みえて

いなかったものを一定程度�可視化�させるこ
とができたのではないかと振り返っている。

例えば、最後のセーフティネットといわれる

生活保護についても、今回も、受給を希望する

ものだけで、１４．９％を占めていた。加えて、ヒ

アリングの中でも、すでに行政機関に相談した

ものの、親族を頼るよう指導されたり、住居や

クルマを保有しているからと申請を断念させら

れているケースに遭遇した。あるいは、病気�
ケガで来年の見通しがたたない、長期間求職中

だが仕事がみつからない、精神的に追いつめら

れている、多額の借金を抱えている、障がいが

あって親が死去したら家を立ち退かなければな

らない、など、ヒアリングというよりは、これ

からどうしたらよいかという、いわば多岐にわ

たる生活相談が続いた。事態はそれだけ深刻な

のだ。

そのことをあらためて確認して、センター活

動の着実な前進につなげたいと考えている。

（かわむら まさのり NPO法人建設研北海
道センター理事長、北海学園大学准教授）

１ その仕組みの詳細は、建設政策研究所�建設労
働者の賃金の抜本的改善のために�２００８年を参照。

労働者ヒアリング事例

UTさん／型枠大工／４０歳代：年々仕事の量が減っ
て２０人いた従業員もいまは５人。ピークで１万４，５
千円はあった日給も９千円から９千５百円までカッ
ト。冬に仕事がない代わりに夏は６時前に家を出て
帰りは２１時。労働時間が長いのが一番の不満。労災
で足を複雑骨折した影響で夏でも足が冷たくなる。
４０歳を過ぎて将来のこともあるので、忙しい合間を
ぬってハローワークで仕事を探している。

ETさん／建設機械運転者／３０歳代：子どもが３人。
一番上の子でまだ保育園通い。これからお金がかか
る。日給は１万２千円。車両の準備と洗浄作業があ
るので、仕事は朝早く夜は遅い。冬場は自分でアル
バイトをさがして働く。それでも年収は３００万円強。
妻は子どもの世話で働けない。

GQさん／建設機械運転者／５０歳代：株式会社で従
業員は３０，４０人。約１５年勤務。労働条件がここ数年
でどんどん悪化。日額１万円ちょっとまで減額され
た給与や社会保険未加入など、いろいろ不満がある
が、中でも、労働時間の長いのがきつい。朝は平均
でも５，６時台に家を出る。現場が遠いときは４時。
それでも仕事の終わるのは遅く、結果、睡眠時間を
削る。基本的に休みは日曜のみで、仕事以外に何も
できない生活。休みが欲しいというのが切実な願い。

NKさん／土工／５０歳代：高校を中退。自衛隊、建
設会社、運送会社、警備会社、セールス関係など仕
事はいろいろ経験。転職の理由は、会社が倒産した
り、給料が未払いだったり、当初に提示されていた
のと労働条件が異なるなど。４０歳代からは季節雇用
が多くなり、トータルすれば１５，１６年は季節雇用。
腰椎分離症や、肩の脱臼の後遺症で仕事に制約が出
て、同じところに長く勤められない。資格などは特
にない。日給７，５００円。年収は２００万円ちょっと。国
民健康保険は滞納で、国民年金もかけていない。
２０，３０万円の督促はとても払えない。いま生活する
のでせいいっぱい。

INさん／造園工／６０歳代：自営業を経験した後、
内装工として１５年働く。正社員だが社会保険や退職
金はなかった。精密作業で視力が低下し、それ以上
の勤務ができなくなり退職。季節雇用で造園工とし
て働き始める。勤めて８年目になるが、内装工時代
に重い材料をもって階段の上り下りを繰り返したこ
とで、膝が悪化。手術を受ければ仕事ができなくな
るからと先延ばしにしてきたが、放置できなくなり、
年明けに外科手術を受ける予定。結果次第で来年働
き続けられるかどうかが決まる。

行政機関

指導

直
接
請
求

元請建設業者

直
接
支
払

一次下請業者

二次下請業者
（労働者を供給）

出所：建設政策研究所（２００８）より。

図表１６ 保険料（事業主負担分）の確保のために
求められる施策

□【支所のページ】 北海道センター
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